
校長：臨時職員会議招集

　　被害状況、地震状況に応じて今後の子ども達の
登校について協議する。
校長：教育委員会、校長会に指示を仰ぐ。
職員：児童の安否確認

児童登校 臨時休校

通学路の安全確認（５：３０）

※通学路の状況等によって
は、休校もありうる。

職員：連絡網で家庭連絡
教頭：防災無線で連絡（６：１０）

校長：市教委へ連絡

災害の程度 管理職 教職員 招集後の業務

震度５弱

●「学校災害本部」
を設置
（校長・教頭・教務主
任・用務技師　学校集
合）

○教職員は、家族の
安全を確認した後、
木島小学校に来る。

・児童の安否確認
・施設の安全確認
・応急対応策業務

以上 揺   
飯山市 観測 
  

●校内の安全確認
○教頭が連絡網で職員招
集、全員で安全確認
○教育委員会へ報告
○校長：校長会長、市内
校長と連絡を取り合う

震度４

●「学校災害本部」
を設置
（校長・教頭・教務主
任・用務技師　学校集
合）

○教職員は、自宅で
待機し、学校災害本
部からの招集連絡が
あった場合は、家族
の安全を確認した
後、木島小学校に来
る。

・児童の安否確認
・施設の安全確認
・応急対応策業務

以上 揺   
飯山市 観測 
  

●校内の安全確認
・教育員会へ報告
・校長：校長会長、市内
校長と連絡を取り合う
※被害の状況によって
は、職員招集

３．地　震　災　害 （③休日・夜間）

地 震 発 生

災害の程度 管理職 教職員 招集後の業務




